
　
健
康
保
険
法
︵
大
正
十
一
年
法
律
第
七
十
号
︶
第
六
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
っ
て
︑
次
の
病

院
︑
診
療
所
及
び
薬
局
を
保
険
医
療
機
関
又
は
保
険
薬
局
に
指
定
し
︑
保
険
医
療
機
関
及
び
保
険
薬

局
の
指
定
並
び
に
保
険
医
及
び
保
険
薬
剤
師
の
登
録
に
関
す
る
政
令
︵
昭
和
三
十
二
年
政
令
第
八
十

七
号
︶
第
一
条
の
規
定
に
基
づ
き
公
示
す
る
︒

月

中
国
四
国
厚
生
局
長
　
　
　
　
　
　
　
　
　
竹
林
　
経
治

日

年

令
和

名　

称　

所　

在　

地　

指

定

年

月

日

グ
ラ
ン
ハ
︱
ト
二
葉
ク
リ
ニ
ッ
ク

広
島
市
東
区
二
葉
の
里
三
丁
目
三
番
三
号
デ
ィ
︱

ル
広
島
一
Ｆ

令
和
　
　
八
・
　
五
・
　
　
一

舟
入
お
と
な
こ
ど
も
総
合
診
療
ク
リ
ニ
ッ
ク

広
島
市
中
区
西
川
口
町
一
一
︱
一
四

〃

中
村
産
婦
人
科

福
山
市
御
幸
町
大
字
森
脇
一
一
五
番
地

〃

し
ん
ぞ
う
ク
リ
ニ
ッ
ク

福
山
市
新
涯
町
一
丁
目
二
五
番
三
一
号

〃

き
は
ら
内
科
ク
リ
ニ
ッ
ク

福
山
市
手
城
町
二
丁
目
八
︱
一
九

〃

み
わ
た
消
化
器
内
科
・
内
視
鏡
ク
リ
ニ
ッ
ク

東
広
島
市
西
条
町
助
実
一
二
一
六
︱
二

〃

ぽ
ん
ぽ
こ
ク
リ
ニ
ッ
ク

東
広
島
市
西
条
町
助
実
一
二
一
六
︱
二

〃

廿
日
市
駅
前
き
だ
に
ク
リ
ニ
ッ
ク

廿
日
市
市
平
良
山
手
一
一
︱
四
七
み
や
う
ち
廿
日

市
駅
前
ビ
ル
二
Ｆ

〃

八

四

二
十
四



名　

称　

所　

在　

地　

指

定

年

月

日

称　

所　

名　

地　

在　

か
え
で
眼
科

廿
日
市
市
下
平
良
二
丁
目
二
︱
一
ゆ
め
タ
ウ
ン
廿

日
市
三
Ｆ

令
和
　
　
八
・
　
五
・
　
　
一

み
ん
な
の
訪
問
ク
リ
ニ
ッ
ク

安
芸
郡
府
中
町
柳
ケ
丘
一
︱
五
〇

〃



　
健
康
保
険
法
︵
大
正
十
一
年
法
律
第
七
十
号
︶
第
六
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
っ
て
︑
次
の
病

院
︑
診
療
所
及
び
薬
局
を
保
険
医
療
機
関
又
は
保
険
薬
局
に
指
定
し
︑
保
険
医
療
機
関
及
び
保
険
薬

局
の
指
定
並
び
に
保
険
医
及
び
保
険
薬
剤
師
の
登
録
に
関
す
る
政
令
︵
昭
和
三
十
二
年
政
令
第
八
十

七
号
︶
第
一
条
の
規
定
に
基
づ
き
公
示
す
る
︒

月

中
国
四
国
厚
生
局
長
　
　
　
　
　
　
　
　
　
竹
林
　
経
治

日

年

令
和

名　

称　

所　

在　

地　

指

定

年

月

日

ゆ
う
は
レ
デ
ィ
︱
ス
ク
リ
ニ
ッ
ク

広
島
市
中
区
八
丁
堀
四
番
一
八
号
ク
ラ
︱
ス
八
丁

堀
ザ
・
マ
︱
ク
一
〇
一
号

令
和
　
　
八
・
　
四
・
　
　
一

医
療
法
人
修
輝
会
　
ひ
ろ
し
ま
病
理
診
断
ク
リ
ニ
ッ

ク

広
島
市
中
区
八
丁
堀
一
一
番
二
八
号
朝
日
広
告
ビ

ル
三
階

〃

医
療
法
人
社
団
恵
正
会
二
宮
内
科
八
木
ク
リ
ニ
ッ
ク
広
島
市
安
佐
南
区
八
木
八
丁
目
一
一
番
一
〇
号

〃

広
島
循
環
器
ク
リ
ニ
ッ
ク

広
島
市
西
区
草
津
新
町
二
丁
目
八
番
一
二
号

〃

か
じ
ま
ク
リ
ニ
ッ
ク

呉
市
宮
原
二
︱
六
︱
六

〃

ク
レ
︱
ル
心
療
ク
リ
ニ
ッ
ク

三
原
市
城
町
一
丁
目
八
番
一
号
三
原
駅
前
ビ
ル
二

階

〃

住
井
内
科

福
山
市
新
市
町
大
字
戸
手
一
六
九
番
地
一

令
和
　
　
八
・
　
四
・
　
一
一

な
か
た
内
科
医
院

東
広
島
市
八
本
松
南
五
丁
目
九
番
一
四
号

令
和
　
　
八
・
　
四
・
　
　
一

八

四

二
十
四



名　

称　

所　

在　

地　

指

定

年

月

日

称　

所　

名　

地　

在　

西
条
す
こ
や
か
内
科

東
広
島
市
西
条
町
助
実
一
一
七
二
番
地
三
階

令
和
　
　
八
・
　
四
・
　
　
一

海
田
心
療
内
科
メ
ン
タ
ル
ク
リ
ニ
ッ
ク

安
芸
郡
海
田
町
新
町
一
一
番
二
〇
号
丹
京
ビ
ル
一

Ｆ

〃



　
健
康
保
険
法
︵
大
正
十
一
年
法
律
第
七
十
号
︶
第
六
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
っ
て
︑
次
の
病

院
︑
診
療
所
及
び
薬
局
を
保
険
医
療
機
関
又
は
保
険
薬
局
に
指
定
し
︑
保
険
医
療
機
関
及
び
保
険
薬

局
の
指
定
並
び
に
保
険
医
及
び
保
険
薬
剤
師
の
登
録
に
関
す
る
政
令
︵
昭
和
三
十
二
年
政
令
第
八
十

七
号
︶
第
一
条
の
規
定
に
基
づ
き
公
示
す
る
︒

月

中
国
四
国
厚
生
局
長
　
　
　
　
　
　
　
　
　
竹
林
　
経
治

日

年

令
和

名　

称　

所　

在　

地　

指

定

年

月

日

Ｓ
ｔ
ｕ
ｄ
ｉ
ｏ
　
Ｄ
ｅ
ｎ
ｔ
ａ
ｌ
　
新
白
島
院

広
島
市
中
区
東
白
島
町
一
一
番
二
〇
︱
二
〇
一
号

令
和
　
　
八
・
　
五
・
　
　
一

ゆ
り
歯
科
・
矯
正
歯
科

広
島
市
西
区
庚
午
北
二
丁
目
一
一
︱
二
〇
フ
ィ
ネ

ス
ヒ
ロ
タ
一
Ｆ

〃

八

四

二
十
四



　
健
康
保
険
法
︵
大
正
十
一
年
法
律
第
七
十
号
︶
第
六
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
っ
て
︑
次
の
病

院
︑
診
療
所
及
び
薬
局
を
保
険
医
療
機
関
又
は
保
険
薬
局
に
指
定
し
︑
保
険
医
療
機
関
及
び
保
険
薬

局
の
指
定
並
び
に
保
険
医
及
び
保
険
薬
剤
師
の
登
録
に
関
す
る
政
令
︵
昭
和
三
十
二
年
政
令
第
八
十

七
号
︶
第
一
条
の
規
定
に
基
づ
き
公
示
す
る
︒

月

中
国
四
国
厚
生
局
長
　
　
　
　
　
　
　
　
　
竹
林
　
経
治

日

年

令
和

名　

称　

所　

在　

地　

指

定

年

月

日

Ｇ
Ｏ
Ｓ
Ｉ
矯
正
歯
科

広
島
市
中
区
橋
本
町
二
番
二
七
号
橋
本
町
ビ
ル
一

〇
一
号

令
和
　
　
八
・
　
四
・
　
　
一

も
え
ぎ
歯
科
ク
リ
ニ
ッ
ク

広
島
市
安
芸
区
船
越
南
二
丁
目
二
〇
番
五
号

〃

藤
原
歯
科
医
院

広
島
市
西
区
草
津
東
二
丁
目
一
︱
一
三

〃

小
田
歯
科
・
矯
正
歯
科

広
島
市
安
佐
南
区
大
町
西
三
丁
目
二
一
番
一
三
号

ア
ド
・
グ
レ
イ
ス
一
Ｆ

〃

ス
テ
ラ
デ
ン
タ
ル
ク
リ
ニ
ッ
ク

広
島
市
西
区
井
口
台
二
丁
目
一
番
一
号
エ
イ
ブ
ル

広
島
ビ
ル
一
〇
二
号

〃

Ｍ
Ｂ
フ
レ
ン
ド
歯
科

安
芸
郡
熊
野
町
出
来
庭
二
丁
目
一
二
番
一
号

〃

八

四

二
十
四



　
健
康
保
険
法
︵
大
正
十
一
年
法
律
第
七
十
号
︶
第
六
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
っ
て
︑
次
の
病

院
︑
診
療
所
及
び
薬
局
を
保
険
医
療
機
関
又
は
保
険
薬
局
に
指
定
し
︑
保
険
医
療
機
関
及
び
保
険
薬

局
の
指
定
並
び
に
保
険
医
及
び
保
険
薬
剤
師
の
登
録
に
関
す
る
政
令
︵
昭
和
三
十
二
年
政
令
第
八
十

七
号
︶
第
一
条
の
規
定
に
基
づ
き
公
示
す
る
︒

月

中
国
四
国
厚
生
局
長
　
　
　
　
　
　
　
　
　
竹
林
　
経
治

日

年

令
和

名　

称　

所　

在　

地　

指

定

年

月

日

ミ
ン
ト
薬
局
　
二
葉
の
里
店

広
島
市
東
区
二
葉
の
里
三
丁
目
三
番
三
号
デ
ィ
︱

ル
広
島
一
Ｆ

令
和
　
　
八
・
　
五
・
　
　
一

手
城
エ
ル
薬
局

福
山
市
手
城
町
二
丁
目
八
番
二
〇
号

〃

こ
も
れ
び
薬
局

福
山
市
新
涯
町
一
丁
目
二
五
番
三
三
号

〃

プ
プ
レ
ひ
ま
わ
り
薬
局
　
府
中
高
木
店

府
中
市
高
木
町
二
〇
六
︱
一

〃

八

四

二
十
四



　
健
康
保
険
法
︵
大
正
十
一
年
法
律
第
七
十
号
︶
第
六
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
っ
て
︑
次
の
病

院
︑
診
療
所
及
び
薬
局
を
保
険
医
療
機
関
又
は
保
険
薬
局
に
指
定
し
︑
保
険
医
療
機
関
及
び
保
険
薬

局
の
指
定
並
び
に
保
険
医
及
び
保
険
薬
剤
師
の
登
録
に
関
す
る
政
令
︵
昭
和
三
十
二
年
政
令
第
八
十

七
号
︶
第
一
条
の
規
定
に
基
づ
き
公
示
す
る
︒

月

中
国
四
国
厚
生
局
長
　
　
　
　
　
　
　
　
　
竹
林
　
経
治

日

年

令
和

名　

称　

所　

在　

地　

指

定

年

月

日

康
仁
薬
局
　
グ
ラ
ン
ア
︱
ク
店

広
島
市
東
区
若
草
町
一
一
番
二
号
グ
ラ
ン
ア
︱
ク

テ
ラ
ス
三
Ｆ

令
和
　
　
八
・
　
四
・
　
　
一

康
仁
薬
局
　
宇
品
神
田
店

広
島
市
南
区
宇
品
神
田
一
丁
目
二
番
一
六
︱
二
〇

二
号

〃

ク
ル
︱
ズ
薬
局
　
段
原
店

広
島
市
南
区
段
原
日
出
一
丁
目
一
五
番
二
一
号
　

一
Ｆ

〃

康
仁
薬
局
　
猿
猴
橋
店

広
島
市
南
区
猿
猴
橋
町
六
番
三
四
︱
一
号
　
一
階

〃

康
仁
薬
局
　
段
原
店

広
島
市
南
区
段
原
南
一
丁
目
三
番
五
三
号
　
一
Ｆ

〃

康
仁
薬
局
　
ソ
シ
オ
紙
屋
町
店

広
島
市
中
区
紙
屋
町
二
丁
目
三
番
二
〇
号
ソ
シ
オ

ス
ク
エ
ア
紙
屋
町
ビ
ル
一
Ｆ

〃

康
仁
薬
局
　
矢
野
店

広
島
市
安
芸
区
矢
野
西
四
丁
目
一
番
二
一
号
　
一

Ｆ

〃

康
仁
薬
局
　
牛
田
店

広
島
市
東
区
牛
田
中
二
丁
目
二
番
一
号

〃

八

四

二
十
四



名　

称　

所　

在　

地　

指

定

年

月

日

称　

所　

名　

地　

在　

康
仁
薬
局
　
矢
賀
店

広
島
市
東
区
矢
賀
二
丁
目
八
番
一
七
号

令
和
　
　
八
・
　
四
・
　
　
一

く
る
み
薬
局
　
矢
野
店

広
島
市
安
芸
区
矢
野
西
四
丁
目
一
〇
番
一
八
号
　

一
Ｆ

〃

康
仁
薬
局
　
ほ
お
ず
き
通
り
店

広
島
市
東
区
牛
田
本
町
二
丁
目
一
番
二
号
　
二
〇

五
Ｂ

〃

康
仁
薬
局
　
庚
午
店

広
島
市
西
区
庚
午
北
二
丁
目
一
七
番
一
〇
号
　
一

Ｆ

〃

康
仁
薬
局
　
楽
々
園
店

広
島
市
佐
伯
区
楽
々
園
五
丁
目
九
番
五
号
　
一
Ｆ

〃

さ
ん
く
す
薬
局
　
井
口
店

広
島
市
西
区
井
口
台
二
丁
目
二
三
番
三
二
号
　
一

Ｆ

〃

さ
ん
く
す
薬
局
　
五
日
市
中
央
店

広
島
市
佐
伯
区
五
日
市
中
央
五
丁
目
一
一
番
二
一

号
　
一
Ｆ

〃

さ
ん
く
す
薬
局
　
沼
田
店

広
島
市
安
佐
南
区
伴
東
七
丁
目
五
八
番
三
号

〃

さ
ん
く
す
薬
局
　
庚
午
南
店

広
島
市
西
区
庚
午
南
二
丁
目
三
七
番
三
一
号
　
一

Ｆ

〃

康
仁
薬
局
　
八
幡
東
店

広
島
市
佐
伯
区
八
幡
東
三
丁
目
二
八
番
一
七
号

〃



名　

称　

所　

在　

地　

指

定

年

月

日

称　

所　

名　

地　

在　

康
仁
薬
局
　
大
町
店

広
島
市
安
佐
南
区
大
町
東
一
丁
目
八
番
二
五
号
　

一
Ｆ

令
和
　
　
八
・
　
四
・
　
　
一

く
る
み
薬
局
　
沼
田
店

広
島
市
安
佐
南
区
伴
東
七
丁
目
五
九
番
一
号
　
一

Ｆ

〃

さ
ん
く
す
薬
局
　
東
原
店

広
島
市
安
佐
南
区
東
原
一
丁
目
一
番
二
号
　
一
Ｆ

〃

ク
ル
︱
ズ
薬
局
　
西
風
新
都
店

広
島
市
安
佐
南
区
伴
南
一
丁
目
五
番
一
八
︱
八
︱

一
〇
一
号

〃

ク
ル
︱
ズ
薬
局
　
緑
井
店

広
島
市
安
佐
南
区
緑
井
五
丁
目
二
九
番
一
八
︱
一

〇
一
号

〃

ク
ル
︱
ズ
薬
局
　
祇
園
店

広
島
市
安
佐
南
区
祇
園
五
丁
目
二
番
四
五
︱
一
〇

一
号

〃

康
仁
薬
局
　
井
口
店

広
島
市
西
区
井
口
四
丁
目
七
番
一
八
︱
七
号
　
一

階

〃

有
限
会
社
焼
山
貴
船
薬
局

呉
市
焼
山
中
央
一
丁
目
一
五
番
二
六
号

令
和
　
　
八
・
　
三
・
　
二
三

康
仁
薬
局
呉
中
央
店

呉
市
中
央
一
丁
目
三
︱
一
︱
一
〇
一

令
和
　
　
八
・
　
四
・
　
　
一

康
仁
薬
局
仁
方
店

呉
市
仁
方
西
神
町
六

〃



名　

称　

所　

在　

地　

指

定

年

月

日

称　

所　

名　

地　

在　

康
仁
薬
局
広
二
級
橋
店

呉
市
広
古
新
開
一
丁
目
一
︱
三
二

令
和
　
　
八
・
　
四
・
　
　
一

康
仁
薬
局
広
本
町
店

呉
市
広
本
町
三
丁
目
一
二
︱
一
一

〃

康
仁
薬
局
新
広
店

呉
市
広
古
新
開
七
丁
目
二
四
︱
三

〃

康
仁
薬
局
神
山
店

呉
市
神
山
三
丁
目
三
︱
五

〃

康
仁
薬
局
宝
町
店

呉
市
宝
町
二
︱
二
三
︱
一

〃

く
る
み
薬
局
焼
山
店

呉
市
焼
山
中
央
二
丁
目
一
︱
二
一

〃

さ
ん
く
す
薬
局
呉
店

呉
市
中
央
二
丁
目
六
︱
一
〇

〃

康
仁
薬
局
呉
本
町
店

呉
市
本
通
四
丁
目
一
〇
︱
五

〃

ク
ル
︱
ズ
薬
局
　
頼
兼
店

三
原
市
頼
兼
一
丁
目
一
︱
四

〃

ク
ル
︱
ズ
薬
局
　
天
満
町
店

尾
道
市
天
満
町
一
六
︱
一
四
︱
七

〃



名　

称　

所　

在　

地　

指

定

年

月

日

称　

所　

名　

地　

在　

エ
ス
マ
イ
ル
薬
局
新
市
店

福
山
市
新
市
町
大
字
戸
手
一
七
〇
番
地
一

令
和
　
　
八
・
　
四
・
　
一
六

ク
ル
︱
ズ
薬
局
　
多
治
米
店

福
山
市
多
治
米
町
五
丁
目
二
三
番
二
九
号

令
和
　
　
八
・
　
四
・
　
　
一

康
仁
薬
局
　
黒
瀬
店

東
広
島
市
黒
瀬
町
楢
原
六
四
六
︱
四

〃

さ
ん
く
す
薬
局
　
西
条
店

東
広
島
市
西
条
町
御
薗
宇
四
二
八
四
︱
一

〃

さ
ん
く
す
薬
局
　
高
屋
店

東
広
島
市
高
屋
町
杵
原
一
八
二
六
︱
一

〃

く
る
み
薬
局
　
黒
瀬
店

東
広
島
市
黒
瀬
町
兼
広
一
三
九
︱
一

〃

さ
ん
く
す
薬
局
　
田
口
店

東
広
島
市
西
条
町
田
口
二
七
二
一
︱
二

〃

さ
ん
く
す
薬
局
　
寺
家
駅
店

東
広
島
市
寺
家
駅
前
一
四
︱
一
七

〃

康
仁
薬
局
　
廿
日
市
中
央
店

廿
日
市
市
下
平
良
一
丁
目
三
︱
三
六

〃

康
仁
薬
局
　
宮
内
串
戸
店

廿
日
市
市
串
戸
四
丁
目
一
四
︱
一
四

〃



名　

称　

所　

在　

地　

指

定

年

月

日

称　

所　

名　

地　

在　

康
仁
薬
局
　
熊
野
店

安
芸
郡
熊
野
町
出
来
庭
三
︱
三
︱
二
四

令
和
　
　
八
・
　
四
・
　
　
一

康
仁
薬
局
　
海
田
店

安
芸
郡
海
田
町
窪
町
二
︱
一
四

〃

康
仁
薬
局
　
府
中
店

安
芸
郡
府
中
町
本
町
五
︱
五
︱
一

〃

く
る
み
薬
局
　
海
田
店

安
芸
郡
海
田
町
窪
町
一
︱
二
三
Ｊ
Ｒ
海
田
市
駅
Ｎ

Ｋ
ビ
ル

〃

ク
ル
︱
ズ
薬
局
　
海
田
店

安
芸
郡
海
田
町
西
浜
四
︱
二
二
︱
二

〃


